
 

 

 

 

 

報道関係者  各位 

新型コロナウイルスワクチン接種状況等 

 

新型コロナウイルスワクチンの接種状況等についてお知らせします。 

 

１ 令和５年度における新型コロナウイルスワクチン接種の概要 

 

令和４年秋開始

接種 

（オミクロン株

対応２価ワクチ

ン） 

～５月７日※ 

令和５年春開始接種 

（オミクロン株対応２価ワクチン） 

５月８日～８月 31 日（市内） 

令和５年秋開始接種 

（オミクロン株

XBB.1.5 対応１価 

ワクチン） 

９月 20 日～令和６年 

３月 30 日（市内） 

対

象

者  

12歳以上 

 初回接種を完了した以下の方 
・高齢者（65歳以上）  

・基礎疾患を有する方等 

・医療従事者や高齢者施設等従事者 

初回接種を完了した

生後６か月以上の全

ての方 

５
～
11
歳 

基礎

疾患

あり 

 初回接種を完了した方 
※５月７日以前にオミクロン株対応２価ワクチ

ンを接種した方も、さらに１回接種が可能 

上記

以外 

※初回接種を完了した方で、オミクロン株対応２価ワク

チンを未接種の方 

生後６か月

～４歳 
初回接種のみ可能（令和４年 10月 24日～） 

初回接種未完了者についても、引き続き接種が可能です。（オミクロン株 XBB.1.5対応１価ワ

クチン） 

 

 

２ 令和５年秋開始接種について 

◆接種状況 ＊２月 11 日時点 VRS（国「ワクチン接種記録システム」）集計 

年代区分 
令和５年秋開始接種 

（接種率） 

令和４年秋開始接種（参考） 

（接種率）※５月７日時点 

65歳以上 

6,614 

（51.5％） 

10,064 

（78.4％） 

【52.3％】 【76.2％】 

12～64歳 

2,930 

（12.5％） 

10,169 

（43.1％） 

【10.7％】 【37.0％】 

５～11歳 

58 

（2.7％） 

319 

（14.8％） 

【1.8％】 【8.7％】 

生後６か月～

４歳 

7 

（0.6％ *） 

36 

（2.8％ *） 

【0.8％】 【2.3％】 
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・接種率は、接種回数を分子とし、分母については、R6.2.1時点での年代区分の人口（但し、* 欄

は 0～4歳人口）を用いています。 

・【 ％】は、全国の接種率（国の首相官邸サイト公表値）です。 

・５～11歳及び生後６か月～４歳の令和４年秋開始接種回数は、３回目接種の回数を用いています。 

◆３月の市内の接種体制について 

市内医療機関での個別接種実施期間は、３月 30日（土）までとし、予約受付は３月 25日（月）

正午をもって終了します。接種を希望される方は、予約受付終了までに予約（インターネット、

電話にて受付）をお願いします。 

〇個別接種 

・12歳以上  ファイザー社製ワクチン 市内 16医療機関 

第一三共社製ワクチン  市内４医療機関 

・５～11歳  ファイザー社製ワクチン むらおかクリニック 

モデルナ社製ワクチン（６歳以上のみ） 池田リハビリテーション病院 

・生後６か月～４歳 ファイザー社製ワクチン 藤が丘クリニック 

 

３ 初回接種未完了の方への対応について 

新たに初回接種（１．２回目※）の接種を希望される方への対応については、引き続き接種で

きる体制を継続します。予約受付は、３月 25日（月）正午をもって終了します。 

 使用するワクチンはオミクロン株 XBB.1.5対応１価ワクチンです。 

 ※生後６か月～４歳のファイザー社製ワクチンでの初回接種は１～３回目まで 

 

４ 市の新型コロナウイルスワクチン接種に関する問合せ先の変更について 

現在市では、問合せ先として「新型コロナウイルスワクチン接種本部」電話０１２０－０５６

７１８（平日９時～17時）を設置しておりますが、この電話は３月 29日（金）17時をもって終

了します。４月以降の問合せ先は、健康増進課電話５４－２４１１（平日８時 30 分～17 時 15

分）となります（新型コロナウイルスワクチン接種本部は３月末をもって廃止予定）。 

 

５ 令和６年度以降の新型コロナウイルスワクチン接種について 

来年度以降の接種については、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のＢ類疾病に位置づけ

た上（令和６年４月予定）で、同法に基づく定期接種として実施することとされています。 

 定期接種の対象者は、65歳以上の方及び 60～64歳の方で心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の

障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する人です。接種は年１回、秋冬に

行われます。接種単価は市と医療機関で調整の上決定されることとなりますが、対象者の接種費

用については、インフルエンザと同様に、一部市が負担することとなります。 

 ※定期接種の対象者以外の方は、任意接種となります。 


